
熊地区自主防災会

　　　　情報部

　　　　　　　　

　・同行避難とは　：　飼い主がペットを避難所まで安全に避難させるが、飼い主と別れ

　　避難所の外で飼うケースが多い。

　　避難所に一緒に入る同伴避難とは異なる。

　・ペットは、他の避難所利用者の理解と協力のもと、飼い主が責任を持って飼育する

　　ことを原則とします。

　・ペットは指定された場所に必ずつなぐか、檻（ゲージなど）の中で飼ってください。

　・ペットの食料は必ず飼い主が用意してください。また、給餌の時間を決め、その都度

　　きれいに片付けてください。
　・ペットによる苦情、危険防止に努めてください。

　・屋外の指定された場所で必ず排便させ、後始末をしてください。　　　　　　　等
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ペットは同行避難が原則

『 ペットは避難所の外で飼育 』

避難所では次の事を守ってください。

避難所で『ペット登録台帳』に記入し登録してください。


